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清掃活動記録様式の報告方法等について  １ 清掃活動記録様式の活用，報告について （１）様式の入手方法について ・ 県ホームページからダウンロードが可能です。（市町や関係機関のホームページにも掲載を依頼しています。） ・ また，県環境保全課又は市町海ごみ対策窓口課（県ホームページ及び地域計画末尾に記載）にご連絡いただけば，様式を提供します。 

 （２）様式の記入方法について ・ 記入例を参考にご記入ください。 ・ なお，種類毎に計量すること等が難しい場合は，可能な範囲でご記入ください。 

 （３）様式の報告について    基本的には，これまで報告をいただいていた方法から変更はありません。 

 ① せとうち海援隊 ・ 清掃実施毎または年度末の報告書に添付する形でご報告ください。 ・ 報告先は県環境保全課又は市町です。（変更なし） ② リフレッシュ瀬戸内参加団体 ・ 事業の実施や取りまとめを行っている国土交通省，県港湾漁港整備課，市町において，H29 年度からこの様式を周知・活用することとしています。 ・ 参加された団体は，様式を市町へご報告ください。（変更なし） ③ 漁協による海の日一斉清掃 ・ 広島県漁業協同組合連合会（以下「県漁連」という。）の呼びかけにより行われている本清掃活動において，H29 年度から，この様式を活用いただくこととしています。 ・ 参加された漁協は，様式を県漁連にご報告ください。（変更なし） ④ 公衆衛生推進協議会の清掃 ・ 各公衆衛生推進協議会が行う清掃活動において，H29 年度からこの様式を活用いただきたいと考えています。 ・ 清掃を実施された公衛協は，様式を広島県環境保健協会にご報告ください。（変更なし） ⑤ その他の民間団体 ・ その他の団体については，清掃実施毎または年度末に県環境保全課又は市町にご報告ください。 

 （４）情報の共有について    集約した情報は，県環境保全課がとりまとめ，海岸毎に，清掃が行われた時期，回収量，回収されたごみの種類，参加人数等を整理し，年度末を目途に公表する予定です。 
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                                       （情報提供）    （情報提供） （情報提供） 

 

      （経由） （活動報告） （経由）   （経由）  

 

     （活動報告）     （活動報告）  （活動報告）    （活動報告） （活動報告） 

 

 

 【関係機関の窓口一覧】（窓口課から担当課へ連絡） ○ 市町の海岸漂着物等対策窓口（窓口から提出先（窓口から提出先（窓口から提出先（窓口から提出先ををををご案内します）ご案内します）ご案内します）ご案内します） 市町 窓口担当部署 連絡先 大竹市 環境整備課リサイクルセンター 0827-52-5101 廿日市市 環境政策課 0829-30-9147 広島市 環境政策課 082-504-2505 江田島市 環境課 0823-43-1637 海田町 生活安全課 082-823-9208 坂町 環境防災課 082-820-1506 呉市 環境政策課 0823-25-3302 東広島市 廃棄物対策課 082-420-0926 大崎上島町 保健衛生課 0846-62-0303 竹原市 まちづくり推進課 0846-22-2279 三原市 生活環境課 0848-67-6194 尾道市 環境政策課 0848-38-9434 福山市 廃棄物対策課 084-928-1073 

 ○ 県の海岸漂着物等対策窓口（せとうち海援隊の方（せとうち海援隊の方（せとうち海援隊の方（せとうち海援隊の方でででで，，，，直接直接直接直接メールメールメールメールででででごごごご報告報告報告報告いいいいたたたただだだだけけけけるるるる方方方方はははは，，，，下記メー下記メー下記メー下記メールアドレスにルアドレスにルアドレスにルアドレスに送付してください。）送付してください。）送付してください。）送付してください。） 県 窓口担当部署 連絡先 広島県 環境県民局環境保全課 082-513-2925 

kanhozen@pref.hiroshima.lg.jp 
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